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令和元年６月栄町教育委員会定例会会議録 

 

期日 令和元年６月２６日（水）開会：午後２時 閉会：午後３時３０分 

 

会場 栄町役場２階第４会議室 

 

教育長及び出席委員 

 教 育 長                  藤ケ崎   功 

 委      員(教育長職務代理者)   中 島 宣 行 

 委      員                大久保 雅 從 

委      員                弘 海 千 鶴 

委      員                石 川 京 子 

 

欠席委員  なし 

説明のため出席した職員   

 教育総務課長           磯 岡 和 之 

学校教育課長           大 野 真 裕 

生涯学習課長           早 野   徹 

給食センター施設長        亀 田   浩 

職務のため出席した職員 

 教育総務課長補佐（書記）     由 井   茂 

 

 傍聴人：１人 

 

１ 教育長開会宣言 

 

２ 議事の進行   中島宣行委員（教育長職務代理者） 

 

３ 署名委員の指名 石川委員 

 

４ 会期 本日１日限り 

 

５ 教育委員の活動報告 
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月 日 曜 場所 活動名 内　　　　　　　　　容

30 木 2-4会議室 面談 各校長との目標申告面談を大野学校教育課長とともに行いました。

31 金
山梨県
北杜市

会議

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会に中島委員，由井課長補
佐とともに参加しました。
講話は『教育の情報化の動向について』文部科学省初等中等教育局情報教育・
外国語教育課　課長補佐　佐藤有正氏，記念講演は『人生１００年時代を見据え
た教育の在り方』長野県立大学初代学長　金田一真澄氏でした。

3 月 安食小 次長訪問
県教育庁北総教育事務所次長による学校訪問がありました。弘海，石川両教育
委員とともに参加しました。

4 火 議場 町議会
令和元年６月議会が開会しました。先月の教育委員会会議で承認済みの使用料
条例改正について議案提出されました。

教育長室 会議
印旛郡市文化財センター石渡常務理事が来庁し，理事会議事録の承認を行いま
した。

安食小 校長会議
不祥事の根絶，いじめ防止，働き方改革の３点からプレゼンテーションを行いまし
た。

7 金 大会議室 会議 中学生オーストラリア派遣団の保護者説明会に参加しました。

8 土 安食小 バレー大会
郡，県大会へとつながる町予選のPTAバレーボール大会開会式に参加し，挨拶
と始球式を行いました。優勝：栄中PTA

10 月 役場 政策会議 議会質問に対しての検討会議に参加しました。

11 火 佐倉市 会議 印旛郡市文化財センターの評議委員会議が開催され，参加してきました。

12 水 ふれプラ 会議 管理運営研修会に参加してきました。

13 木 議場 町議会

一般質問がありました。大野信正議員からの「龍角寺開基１３１０年に対して，学
校教育はどのように関わるか。」という質問を受け，「教育課程の主体は学校にあ
ると学習指導要領に示されているので，毎月開催している校長会議，教頭会議に
て周知する」と答弁しました。

14 金 議場 町議会 一般質問がありました。

教育長室 挨拶 敬愛大学庄司教授が来庁し，竜角寺台小での教育実習報告をいただきました。

役場内課長会議に参加しました。

リバーサイドフェスティバル実行委員会が開催され参加しました。

19 水 布鎌小 訪問 千葉県教育庁北総教育事務所長の訪問指導があり，委員ともに参加しました。

20 木 教育長室 会議 委員会内課長会議に参加しました。

21 金 教育長室 協議 金島議員が来庁し，ＩＣＴ教育展示会を視察された資料を持参してくれました。

22 土 ふれプラ ハイキング
青少年相談員連絡協議会主催による「オールナイト・ハイク」の開会式に参加し，
激励しました。

23 日 ふれプラ 吹奏楽祭
印旛地区吹奏楽連盟主催による「印旛地区吹奏楽祭」が開催され，町内からは
栄中学校が演奏を披露してくれました。曲名は「プロメテウスの雅歌」で，指揮は
「鹿野谷毅先生」，演奏は３３名の生徒によるものでした。

24 月 栄中 会議
６月の教頭会議に参加しました。引き続き，不祥事の根絶を話し，今月の重点と
して，児童虐待防止法の改正を受け，保護者同様，教員による体罰根絶宣言を
再確認しました。

26 水 2-4会議室 定例会 令和元年６月定例会を開催します。（報告２件，議案１件），閉会後勉強会予定

令和元年度　６月　「教育委員の活動報告」
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17 月

会議役場

6 木
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藤ケ崎教育長： 

それでは，先月の定例会後の活動について報告いたします。 

まず，５月３０日，木曜日ですが，各校長との人事評価にかかる目標申告面談を行

いました。本県の教員は，一昨年の人事評価によって，昨年度から管理職が，また昨

年度の人事評価によって今年４月から教員の給与等に反映され始めました。これは，

地方公務員法の改正に伴い，実現したものです。そのため，管理職は，日々の評価が

教員一人ひとりのお金にかかわることとなり，不服申し立てがきても大丈夫なように，

ますます大変となっている現実があります。 

翌３１日金曜日，関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会に中島職務代

理者，由井課長補佐とともに参加しました。到着後出迎えとして，地元の県立北杜高

校のギター部の演奏が始まりました。全国優勝を２回も成し遂げている素晴らしい歓

迎セレモニーでした。 

その後，総会が無事終了し，講話は『教育の情報化の動向について』文部科学省初

等中等教育局情報教育・外国語教育課，課長補佐，佐藤有正氏，記念講演は『人生１

００年時代を見据えた教育の在り方』という演題で「金田一真澄氏」でした。 

十日前の茂原市での千教連の研修会では，文科省の情報教育・外国語科にお務めの

方で室長補佐でしたが，今度は，関ブロということで，課長補佐さんでした。茂原市

のお話と柱立ても大差はありませんでした。最後に，直接，電話での質問も受けると

力強く仰ってくださったのが印象的でした。 

また，記念講演の金田一真澄先生は，お察しのとおり，おじいさまは金田一京助さ

ん，お父様は金田一春彦さん，テレビで活躍の金田一秀穂（ひでほ）さんは弟にあた

るという方で，慶応大学の名誉教授から，現在は，北杜市金田一春彦図書館名誉館長，

そして昨年度開校した長野県立大学の初代学長をされているとのことでした。 

「永遠に生きるかのように学べ，明日死ぬかのように生きよ」というマハトマ・ガ

ンジーや「最善を尽くして，一流たるべし」というポールラッシュという方の名言を

示されながらも，最後には，「健康は『心からの笑い』から」という言葉が心に残り

ました。「笑いの秘密は最高の難題」一説によると，喉にささった骨をはき出すため

のもの」という言い伝えもあるとのことで，カントなどの哲学者は「数多の動物の中

で，感情を持った動物が人間になった」と締め括ってました。 

続いて，６月３日，月曜日には，委員の皆さんとともに，安食小学校での，教育事

務所「次長訪問」に参加しました。 

 ４日には，６月議会が開会しました。 

 ６日，安食小学校にて町の校長会議が開催されました。 
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 不祥事の根絶関連として，学校要覧の誤字脱字が激しいことから教頭が文書を確認

すること，我孫子市の事例から，教員免許状の原本証明は現物を確認すること，公文

書管理も含まれること，虚偽の報告等は処分対象にもなること，いじめの調査での学

校差，働き方改革での，目的外使用の禁止，今月は超過勤務者の調査月間であること。 

そして，５月２６日のゴミゼロに初めて中学生が参加してくれたことから，中学校

での部活動ガイドラインが徹底してきていること等の話をしました。 

 ７日，夕方６時から，役場大会議室にて，今年度の中学生海外派遣の保護者説明会

に参加しました。昨年度から２名増やして，１４名の派遣団を結成したところ，全員

が参加してくれました。挨拶として，新井紀子さんの本から引用して，「私は先週，

山口と広島に行った」という日本文を示し，翻訳機能を持つ「グーグルのＯＫグーグ

ル」で翻訳すると，正しい英文になり，翻訳機能は進歩してきていますが，これが，

山口県でなく，山口君だったら，どうなると投げかけ，「ＡＩ」では，山口県と広島

県と判断してしまうという話題から，現地オーストラリアにて，生の英語に触れてき

て欲しいと，激励しました。出発は８月１５日，帰国は２３日の予定です。 

 ８日土曜日には，ＰＴＡバレーボール大会が，安食小体育館で開催され，挨拶と始

球式を行いました。安食小の鈴木佳子校長先生が１０番のユニフォーム姿で活躍され

ていました。優勝は，各小学校で選手だったお母さん方が集まった栄中ＰＴＡチーム

で，７連覇となったようです。栄中ＰＴＡチームの郡大会での活躍を期待するところ

です。 

 １３日，１４日と，栄町議会の一般質問がありました。教育委員会に関しては，戸

田議員から「学校給食センターの建築計画において，自校方式の検討について」「給

食費未納問題について，子供へのストレスになっていないか」，松島議員からは「防

災教育，災害に強い学校作り，避難所としての学校施設の防災機能強化」そして「幼

児教育の無償化」について，通告どおりの質問がありました。 

また，通告はありませんでしたが，大野信正議員から「今年は龍角寺開基１３１０

年の節目だが，学校教育にどう関わりを持たせるのか」との質問を受け，「平成２８

年度安食小のＥ教諭が，龍角寺でのご開帳をしてもらい，それらをまとめさせた作品

で，県の「学びの総合力・体験力コンテストにて県教育長賞を受賞していること。今

年３月に「小学校３・４年生の社会科副読本『わたしたちの栄町』を改訂後，新たに

配布し，国の重要文化財である龍角寺の仏像について，写真と文を掲載していること。

そして，教育課程の主体は学校にあると学習指導要領総則に示されていることから，

龍角寺開基１３１０年の節目の年であることを，毎月開催している校長会議，教頭会

議にて周知する」と答弁したところです。 
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 １５日には，以前，県教育委員会で同僚だった現「敬愛大学」の庄司教授が来庁し

ました。竜角寺台小で教育実習をしている学生への指導にきたということで，緯度１

度南の館山の遠方よりお訪ねいただきました。 

 １９日には，委員の皆さんと一緒に，布鎌小学校の所長訪問に参加したところです。

お疲れ様でした。 

２１日，金島議員が来庁されました。町議会教育民生常任委員会に届いた「教育の

ＩＣＴ化展覧会」に参加し，持ち帰った資料や内容をご報告いただきました。栄町で

の，これらの整備については，プロポーザル方式での導入を進めておりますことをご

紹介しました。 

 ２２日，土曜日，青少年相談員連絡協議会主催の「オールナイト・ハイク」の開会

式に参加しました。２１時４０分からの開会式の後，２２時１０分から，グループ毎

に，「房総のむら」「麻生」「北辺田」「矢口」「水と緑の運動公園」を経て，「ふ

れプラ」まで戻ってくる１８ｋｍへと，スタートしました。到着は午前４時過ぎの計

画でした。 

今年は，昨年よりも中学生の参加が増え１２名でした。これも，５月２６日の「ゴ

ミゼロ」同様，中学校の部活動が土日のどちらか休みとする「部活動ガイドライン」

の効果，とも考えます。なお，高校生２名，小学生８６名，保護者６名の１０６名で

した。その他，役員等ボランティアスタッフや他市町の青少年相談員さん等，多数で，

安全に運営してくれています。 

 ２３日，日曜日，ふれプラにて，印旛地区吹奏楽連盟主催による「印旛地区吹奏楽

祭」が開催され，町内からは栄中学校が見事な演奏を披露しました。曲名は「プロメ

テウスの雅歌」で，練習の成果を披露してくれました。今年は，顧問の先生が男性の

鹿野谷先生へと変わりました。昨年度までと，曲想も異なったように感じました。 

 ２４日，栄中学校にて，６月の教頭会議を開催し，参加しました。 

 議会で答弁した「龍角寺開基１３１０年について周知するとともに，不祥事の根絶

を話し，今月の重点として，児童虐待防止法の改正を受け，保護者同様，教員による

体罰根絶宣言を再確認しました。 

その後，全学級の授業参観を行い，どの学級の生徒も真剣に学習参加していました。 

 以上，昨日までの報告となります。 

 なお，本日，定例会後に，「学校給食」関係での勉強会を予定しておりますことを

申し添えます。内容は，「栄町学校給食センターの管理運営に関する条例第３条 給

食センターの管理運営に関し，教育委員会の諮問に応じて審議し又はそれらの事項に

ついて建議するため運営協議会を置く。」にあるとおり，教育委員会の諮問について，
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皆さんとともに勉強会をするものです。どうぞ，よろしくお願いします。以上，定例

会後の活動報告といたします。 

 

大久保委員： 

 ６月１９日、布鎌小で行われた北総教育事務所長の訪問指導に出席しました。子供

達は少ないですが、生き生きと発表している様子等を拝見して、教員が本当に良く指

導していることが感じられました。 

フレンドの寺島先生は、紙などを使って教えるのではなく、実物の現金や野菜を使

って売買をする授業を行っていました。買い物ができるというのは生きるためにはと

ても重要なことなので良い指導をしていると感心しました。 

 

弘海委員： 

 ６月３日の安食小の次長訪問と６月１９日の布鎌小の所長訪問に出席してきまし

た。どちらの学校の子供達も落ち着いて授業を受けている姿を見ることができました。

大変良かったと思います。 

また、働き方改革、不祥事根絶のため取組みの報告の中で、どちらの学校も職場環

境の改善としてコミュニケーションを取り、明るい職場環境をつくることが大切であ

るとの報告でした。職員一人一人が報告、連絡、相談が気軽にできる環境を作り上げ

ることができれば不祥事の根絶に繋がると思いますのでこのまま継続していただき

たいと思います。 

 

石川委員： 

 ６月８日と６月２２日のサタデーわくドラの小学生の活動に参加させていただき

ました。どの子供も集中してそれぞれの課題に取り組んでいました。 

児童１人にボランティアの高校生や大学生が１人ついて教えていました。特に高校

生達が生き生きとして指導していたのを拝見してとても清々しい思いがしました。 

彼らが将来教員になって栄町で活躍してもらえないかと感じてしまうほどすばら

しいものでした。 

多くのボランティアに声をかけて集めて下さっている並木先生に本当に感謝いた

します。 

 

中島委員： 

 ５月３１日に開催しました関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会に参
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加してまいりました。講話の方は、教育の情報化の動向についてということで、過日

茂原市で行われた千教連の研修とほぼ同じような内容でした。最後に佐藤氏が、私に

直接電話をいただければお答えしますとの言葉に、心強さを感じました。 

 記念講演を行った金田一先生は、いろいろな面で新しいことを実践し、すばらしい

教育をやられている印象を受けました。 

 大野議員からの、龍角寺開基１３１０年についての教育の関わりですが、子供達に

とって、栄町の歴史というのは、自分のルーツ、いわゆる根源に関わるようなもので

すので、機会を捉えて、是非子供達に栄町の歴史に関する知識を増やしてもらい、町

に誇りを持って欲しいと思いました。 

 

６ 案 件 

 

報 告 

報告第１号 栄町硬式テニス専門部 第３４回ダブルス大会の後援承認について 

 

磯岡教育総務課長： 

それでは、報告第１号についてご説明いたします。 

令和元年６月１９日付けで栄町硬式テニス専門部部長 佐藤実氏から「硬式テニス

専門部 第３４回ダブルス大会」について後援承認申請がありました。 

行事の趣旨は、硬式テニスの普及・技術の向上を図りテニスを通じて町民の親睦と

友好を深め、あわせて体力の向上と健康の維持増進を図るものです。 

会場及び日程は、水と緑の運動広場テニスコートで８月２５日（日）９月１日（日）

予備日として９月８日（日）に行われるものです。 

参加予定者数及び参加の方式は、男女各一般・シニアクラス３０ペア６０名、トー

ナメント方式となっています。   

行事の後援者として、栄町教育委員会を予定しております。 

 

報告第２号 SAKANAO ARTCAMP 2019 の後援承認について 

 

磯岡教育総務課長： 

それでは、報告第２号についてご説明いたします。 

令和元年６月１８日付けで、志村裕亮氏から「ＳＡＫＡＮＡＯ ＡＲＴ ＣＡＭＰ

２０１９」について後援申請がありました。 
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行事の趣旨は、アートによる地域活性化イベント、閉校した小学校区のにぎわい子

供アートキャンプということで、今回で４回目の実施を予定しております。 

現在では、酒直地区の子供達だけではなく、栄町の全域の小学生が参加するキャン

プになっております。 

会場及び日程は、旧酒直小学校で７月２７日（土）から２８日（日）に行われるも

のです。 

参加予定者及び参加の方法は、事前申し込みで、小学１年から高校生までです。 

参加費は無料となっています。 

行事の後援者として、栄町・栄町教育委員会を予定しています。 

報告第１号から第２号につきましては、共催及び後援規程の趣旨に沿ったものであ

りますことから、教育長が専決処分したものでございます。 

 以上よろしくお願いいたします。 

 

７ 議 事 

 

（１）議 案 

議案第１号 栄町立学校における働き方改革推進プランの改定について 

  

大野学校教育課長： 

提案理由です。 

千葉県教育委員会より、令和元年５月に「学校における働き方改革推進プラン」が

改定されたことに伴い、栄町立学校における働き方改革推進プランの改定をしたいの

で、栄町教育委員会行政組織規則第７条第２５号の規定により栄町教育委員会の議決

を求めるものです。 

 （資料により説明） 

 町教育委員会では、平成３１年２月に、本プランを策定し、本プランに基づいて、

学校の業務改善及び教職員の意識改革に取り組むなど学校における働き方改革を進

めてきたところです。 

また、平成３１年１月、中央教育審議会の「新しい時代の教育に向けた持続可能

な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方

策について」及び、文部科学省の「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイ

ドライン」を受け、千葉県教育委員会においても、令和元年５月に改訂がなされま

した。 
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 町教育委員会としても、国や県の検証結果及び見直しを踏まえ、本町の実態に合

わせ適宜本プランを見直すものです。 

 変更点ですが前回までは、週当たりの在校時間が６０時間を超える者を０にすると

なっていましたが月当たりの正規の勤務時間を８０時間超えて在校する教職員を０

にするに改められています。これは週６０時間在校することと、正規の勤務時間を８

０時間超えてとすることは同じ時間ですが週単位から月単位に変更したものです。 

 また、「子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」を７０％以上としま

す。これは、現状が５４％によるものです。 

 それから、「勤務時間を意識して勤務することができている教職員の割合」を８０％

以上にする。ということで新たに教職員の意識の目標を加えたものです。 

 取組みに関する検証・改善等についてです。 

公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を踏まえた新たな目標の

設定を含め、検証を踏まえた新たな取組の追加及びこれまでの取組の見直しなど、学

校における働き方改革を継続的に推進するためにプランの改訂を行っていきます 

勤務実態調査は６月と１１月に実施、意識調査は７月と１２月に実施します。 

 ９ページに千葉県における教員の勤務実態と栄町における教員の勤務実態を掲載

させていただきました。 

 勤務時間の上限の目標についてです。 

 文部科学省のガイドラインでは、「正規の勤務時間を超える在校等時間を、月４

５時間、年３６０時間を超えないことを原則とする」と示しています。ただし、教

職員の業務は、学校行事等により月当たりの在校等時間が通常よりも長くなる繁忙

期があります。また、その業務の特殊性から、児童生徒等に係る臨時的な特別の事

情により勤務せざるを得ない場合もあります。こうした場合でも、「正規の勤務時

間を超える在校等時間を、年７２０時間（単月１００時間未満、連続する複数月の

平均８０時間）を超えないようにするとともに、正規の勤務時間を超える在校等時

間を、月４５時間超える月は、１年間に６月までとする」と示しています。 

 教職員の意識改革の目標についてです。 

 学校における働き方改革とは、単に教職員の在校時間を短縮すれば良いというも

のではありません。上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、真に必

要な教育活動をおろそかにしたり、家に持ち帰って業務を行う時間が増えたりする

ことを意図するものではありません。業務等をスクラップアンドビルドをして子供

達に向き合う時間を増やしていきましょうというものです。 

 以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。 
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大久保委員： 

 働き方改革の目標及び趣旨についてもう一度詳しく説明してください。 

 

大野学校教育課長： 

 資料の最終ページに記載されているように超過勤務時間が週単位から月単位で示

されるようになったということ。以前は週２０時間を超える超過勤務をしないように

としていたものを、今回の改正で月８０時間を超える超過勤務をしないようにするこ

ととなりました。これは、学校の勤務が生徒指導、学校行事など繁忙期がありますの

で、一律に狭い期間で目標を達成することは、実態にそぐわないということで月単位

に変更しております。 

 

中島委員： 

 勤務実態調査は６月と１１月に実施とした理由を説明してください。 

 

大野学校教育課長： 

 千葉県がこの時期に実施する関係で町も行うということです。 

 

≪審査結果≫ 

 承 認  

  

８ その他 

 

磯岡教育総務課長： 

 次回の教育委員会議は来月２５日に開催を予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

大野学校教育課長： 

 家庭、子供の指導を福祉・こども課と児童相談所等と連携をして取り組んだ事案が

１件発生しております。 

 栄町独自で働き方改革に関わる人的配置として教職員アシスタント職員を昨年度

より各校に１名から２名配置しております。（安食小は２日間と３日間と分けて２名

配置）それとは別に、県よりスクールサポートスタッフという名称で同じく教職員の
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アシスタント的な事務作業を行うものとして３名を配置されます。配置は既に竜角寺

台小、栄中に行われておりまして、７月から安食小に配置されます。 

 

中島委員： 

 毎日配置することになりますか。 

 

大野学校教育課長： 

 安食小と竜角寺台小は週３日、栄中学校は、週５日の配置になります。 

 

弘海委員： 

 その３校にした理由を説明してください。 

 

大野学校教育課長： 

 各学校に希望調査をし、希望があった学校に配置することにしました。 

 

早野生涯学習課長： 

 ６月の教育費の補正予算について別紙を参考にご報告いたします。先月の会議にお

いて、旧商工会の施設内に文化財があり、施設を解体するので文化財を移す費用を補

正予算計上し町に要望するとしておりましたが、各関係課で協議をしたところ、別紙

のとおり商工費で行うことになりましたのでご報告いたします。金額については、先

月の会議と変更ありません。 

 ＳＡＫＡＥリバーサイド・フェスティバル２０１９のダンスコレクションは、生涯

学習課が担当となり、別紙の開催要領を作成しましたのでご報告いたします。 

町民プールに、栄町出身のアーティストの志村裕亮氏が別紙のとおり、ＳＡＫＡＥ 

ＡＲＴ ＷＡＬＬ壁画プロジェクトと題して、プールの外壁に「水と緑と龍伝説」を

テーマとした絵を描くものです。作業は、プールを開放している時期に行うことにな

ります。これは、仲間のアーティスト達と町の小・中学生や近隣市町村の住民の皆さ

んが協力して８月３から８月９日の期間に行うものです。この時期は、プールの一般

開放の時期と重なってしまいます。そのため、プールを利用している時期にプールの

外壁に絵を描くことになりますので、委員の皆さまに意見をお伺いしたいと思います。 

  

石川委員： 

 アーティストの方々はそれでも良いといっていますか。 
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早野生涯学習課長： 

 この期間に行うことが、最も宣伝効果が高いだろうということでアーティストの

方々がこの時期を選んでいます。また、絵を通じてＰＲをしたいという希望がありま

すので特に問題はありません。 

 

石川委員： 

 子供達がいると、いたずらというか、絵を触ってみたりする可能性があると思いま

すがそのようなことは心配されていないのでしょうか。 

 

早野生涯学習課長： 

 それは全然問題ないようです。 

 

弘海委員： 

 写真を見ると、プール施設の全体に絵を描くようになっていますが、それでよろし

いのですか。 

 

早野生涯学習課長： 

 写真にあるように作品は、入口側の外側の壁全体とプールの内側の壁等に絵を書く

ことになりますが、プール解放をしている時間は、プ－ルの外壁だけで内側に絵は書

きません。この夏に描くのは外側の壁のみになります。 

 

弘海委員： 

 外側だけであれば問題はないと思います。 

 

石川委員： 

 栄町の児童・生徒に参加を呼びかけてアーティストと一緒に壁画を作成するという

ものなので良いと思います。 

 

大久保委員： 

 経費は全て自己負担ですか。 

 

早野生涯学習課長： 
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 そうです。 

 

弘海委員： 

 ペンキは臭いがありますが、子供達に害はないですか。 

 

早野生涯学習課長： 

 それについては、志村氏に必ず申し伝えます。 

過去に、駅エレベーター、安食台第一近隣公園も今回と同様に行っておりますので

害はないと認識しております。 

 

弘海委員： 

 壁掃除に使う高圧洗浄機は外側の壁のみですか。 

 

早野生涯学習課長： 

 外側の壁のみです。 

 

弘海委員： 

 悪天候によっては期間が延びることがありますか。 

 

早野生涯学習課長： 

 余裕をもって計画していますので延びないと思われます。 

 

≪審査結果≫ 

 承 認  

 

早野生涯学習課長： 

 別紙の家庭学級だよりとＩＩＫＳにつきましては、後ほど目を通していただきたい

と思います。 

 別紙のオリンピック・パラリンピックに向けた取り組みにつきまして、現段階の状

況をお知らせいたします。 

 聖火ランナーの千葉県選出枠は６６名でその半分が市町村枠３３名です。千葉県内

の市町村が５４市町村ありまして３３名なので栄町がその中に入っているかどうか

わかりませんが、今後候補者を募って行く予定です。体育協会長に意見を求めたとこ
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ろ、町のスポーツフェスタの参加者に、自分の思いを書いてもらって、その中から選

考したらどうかと、お話をいただいております。これにつきましては、これから検討

していきたいと思います。 

 千葉県は、３日間で１８コースを走ることになっておりまして、栄町から一番近い

ところが成田市で、成田市役所から成田山新勝寺のコースです。事業は、令和２年７

月３日に行われる予定ですので、町として参加を要望したいと考えております。 

 県からオリンピックの子供の分のみの観戦チケットの希望の有無の調査がありま

した。小学４年生から中学３年生の全員分７３０枚を希望するとして報告しておりま

す。子供達だけでの観戦は心配ですので引率者のチケット購入を県に要望していきま

す。また、バスでの送迎等についても検討したいと思います。 

 次に、日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化事業について報告いたします。

この事業は、外国人を栄町に呼び込み相撲を核として町の経済の活性化等を図ること

を目的として行っているものです。事業を開始して３年目になりますが、あまり人が

集まらない状況ですので、地域経済活性化事業推進協議会に相談させていただいたと

ころ、町内にいる外国人に声をかけて足元から固めてみたらどうかと意見をいただき

ましたので、今年度は町にある企業や印西市にある大学の学生に声かけをしていきた

いと考えています。 

 事業は、８月に千賀ノ浦部屋の力士がふれプラで合宿、子供達による相撲体験等を

行います。１０月に布鎌で子供達による相撲大会、翌年２月にふれプラで力士による

節分豆まき等を行うものです。 

 オールナイトハイクについては、青少年相談員の事業として２５回目ということで

２５年続いている事業です。今回はけが人もなく無事に終了することが出来ましたが、

途中で歩きながら寝てしまう子がいました。夜中に睡眠もとらずに歩きますので、怪

我や事故の発生リスクが高まります。継続はしていきたいと思いますが、やり方を考

え直して改善していければと思っています。 

 

中島委員： 

 参加人数はどうでしたか。 

 

早野生涯学習課長： 

 子供が約１００人、町の青少年相談員、近隣の青少年相談員、町の職員を合わせて

約１５０名です。 
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中島委員： 

 去年より増えましたか。 

 

早野生涯学習課長： 

 ３０人位増えました。 

 

弘海委員： 

 参加者で一番小さなお子さんは何歳ですか。 

 

早野生涯学習課長： 

 小学４年生です。 

 

中島委員： 

 是非継続していただきたいと思います。 

 私が参加した時も寝ている子供はいました。真直ぐに歩くようにして子供を抱えた

記憶があります。 

 

 健康増進法の改正で、７月１日からふれプラの敷地内全体を禁煙にしたいと思いま

す。 

 郡市民体育大会について報告します。７月６日に印西市で開会式が行われます。栄

町はゴルフと相撲の競技を担当いたします。ゴルフは７月１０日に成田ヒルズで相撲

は７月１５日成田市の中台運動公園の相撲場で行われます。 

 

１０ 教育長閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


